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1機

所在地

電話

構

長崎市金屋町9番3号金屋町別館2階

095 (820) 6561 FAX 095 (823) 3452

局長

高山雄彦

(内線 4200)

※水産農林部長室

事務長

山下真吾

(内線 4301)

会長

平尾政博

2

( 1 )

農政管理係

^農地係

構成

農業委員会の委員構成

(H30.6.1 現在)

農業委員(1 9人)

委員の区分

農地利用最適化推進委員(24人)

(4人)係長麻田三千雄

農業委員

農地痢凋最劃雌進委員

(4人)係長平俊隆

※農業委員は、現地調査等の際は居住地区(6地区)の区域を担当する。
※農地利用最適化推進委員は、それぞれ担当する地区において活動する。
崎地区4名、茂木地区4名、式見・三重・外海地区3名、琴海地区5名、

人数

定数

き十

1 9人

( 2 )

実数

24人

1 9人

運営委員会の構成

構成区分

43人

24人

運営委員数

推薦・公募により候補者を求め、選定審査会によ

る選定後、議会の同意を得て、市長が任命する。

43人

備

( 3 )

推薦・公募により候補者を求め、農業委員会総会

にて選定し、農業委員会により委嘱する。

小委員会の構成

(H30.6.1 現在)

長

1人

遊休農地対策検討委員会

会長職務

代理者

小委員会名称

考

1人

会長及ぴ会長職務代理者が

担当する区域以外の4地区

(旧長崎地区4名、東長

三和・野母崎地区4名)

4人

構成委員数
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中立委員

1 1 人

1人

き十

7人

農
業
委
員
会

会



3 委員名簿

0農業委員会委員(19人)

氏

2

3

名

奮箇裕義

4

たか」

隆

将

5

年齢

お

1」、
がわ

川

6

72

7

63

かみかわ

上川

居住地区

ひろし

博

8

69

旧長崎地区

9

69

東長崎地区

はる
キ'轟
J口

10

69

旧長崎地区

認定慧業者

11

56

式見・三重・外海地区

茂木地区

12

0

73

中立委員

13

式見・三重・外海地区

64

茂木地区

14

子

0

75

三和・野母崎地区

15

畿鶴

0

36

(H30.6.1現在)

¥

備

16

東長崎地区

65

17

0

70

考

中立委員

18

66

やまぐち

茂木地区

山口

運営委員

19

0

70

やまぐち

員往樂山口

琴海地区

舞後

70

東長崎地区

運営委員

68

東長崎地区

0

76

琴海地区

0

0

68

旧長崎地区

三和・野母崎地区

0

69

茂木地区

運営委員

0

琴海地区

会長・運営委員

会長職務代理者・運営委員

0

運営委員
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0農地利用最適化推進委員(24人)

氏

2

馨撫

3

名

4

5

年齢

いしぱし

石橋

6

68

いちじ

7

69

担当地区

次

8

68

式見・三重・外海地区

東長崎地区

かわ

箇色

9

川

78

亀諾整竿

10

挺議

58

かわた

川田

東長崎地区

11

70

旧長崎地区

12

まさかつ

正勝

67

<

久保

式見・三重・外海地区

琴海地区

13

としみ

ぼ

利美

64

備

しば

柴

(H30.6.1現在)

14

はら

82

原

ただし

旧長崎地区

正

考

15

64

串符

式見・三重・外海地区

東長崎地区

16

鉾生

60

17

63

はまぐち

演口

東長崎地区

あき

昭

18

たつや

辰也

67

松

琴海地区

19

発

三和・野母崎地区

68

20

56

琴海地区

21

65

旧長崎地区

22

75

粁由美津枝

茂木地区

23

63

琴海地区

24

39

岱詩

琴海地区

三和・野母崎地区

54

やました

山下

三和・野母崎地区

60

60

茂木地区

68

茂木地区

三和・野母崎地区

69

茂木地区

旧長崎地区

-3-

り
Ⅱ

の
貝

加
孝

郭
央義

じ
二鷺

伽
Ⅱ

力
j

、
井

だ
田

川
池

き
喜響将咋

今

お
尾碆

浩

ぞ
戸裁

み吠
恵

薮

如
中

た
田

酪
洋

怯
山

如
中

髭吋
安

畢枕
貞

.
野

0
路

、
コ

託
本耘

輩慧

為み
三

、
、
子

ね
曳
李

ミレノ

お
男

望
夫

ぺ
立
口

り

加
孝

β

籍



4 農業委員会の事務

農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」(以下「法」という。)に基づいて市町

村に設置が義務づけられている行政委員会である。

農業委員会は、議会の同意を得て市長が任命する農業委員と、農業委員会が委嘱する農

地利用最適化推進委員で構成されている。

農業委員会の所掌事務は、法第6条に規定されているが、次の3つに大きく区分される。

農業委員会の所掌事務

(1)必須事務(法第6条第1項、第2項)

農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、法6条第1項で定められて

いるのは、農業委員会だげが専属的な権限として行うこととされる事務である。

この事務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の事務を中心とした農地

行政の執行をはじめ、農地に関連する税制などの事務も含まれる。

これらの事務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とそ

の有効利用をすすめる上で、特に重要となっている。

また、法第6条第2項では、「農地等の利用の最適化」(担い手への農地利用の集積

集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を強力に進めていくために、農

業委員会の最も重要な事務として位置づけられている。

(2)任意事務(法第6条第3項)

農業委員会の専属的な事務 6去令事務)ではないが、農業委員会が農業者の公的代表

機関として地域農業の振興を図っていくための事務であり、農業者年金の加入推進や農

業一般に関する調査活動、情報提供活動に関する事務などを行っている。

,

(3)農地等利用最適化推進施策に関する農業委員会の意見の提出(法第38条)

農業委員会の主たる事務である「農地利用の最適化の推進に関する事務」をより効率

的かっ効果的に実施するために、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し農地

等利用最適化推進施策の改善意見を提出する義務が課されている。

ゞ
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5 農業委員会における審議事項

( 1 ) 議

総

議

運営委員会

農業委員会等に関する法律の規定に基づき、農地の権利移動や転用

など農地法等の法令に関する事項、農業委員会の意見を要する付議

すべき事項等について、総会を開催して処理する。

小委員会

※農地法第3・4・5条の事務取扱について

総会において円滑な運営を図るため、総会の開催前に運営委員会を

開催する。

農地法

条文

必要に応じて小委員会を設置し、調査検討を行う。

議 の

第3条

適用条件

内

農地を相続等した

場合

容

農地を売買・賃貸

借等する場合

第4条

自分の農地を農地

以外に転用する場

申請区分

園

第5条

市内全域

農地を農地以外に

転用する目的で、

売買・賃貸借等す

る場合

市街化区域内

届

(2)総会における審議件数

(平成29年6月までは、ア~オは農地部会、カ~キは農政部会において審議)

ア農地法第3条に係る許可申請件数

(農地を売買・賃貸借等する場合の許可申請)

許可者

出

市街化区域外

許可申請

事務局長

専決処分

総会での

取り扱い

市街化区域内

届

農業委員会

件数(件)

出

市街化区域外

許可申請

報

面積(河)

事務局長

専決処分

届

審議

県知事

出

平成27年度

許可申請

報

事務局長

専決処分

審議

県知事

104,635

報

46

平成28年度

審議
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48,220

36

平成29年度

51,399

35

会

告

告

会

会

告

会



イ 農地法第4条に係る許可申請件数

(市街化区域外の自分の農地を農地以外に転用する場合の許可申請)

件数(件)

面積(")

ウ農地法第5条に係る許可申請件数

(市街化区域外の農地を農地以外に転用する目的で、売買

平成27年度

件数(件)

面積(岡

工 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画作成件数

5,149

5

平成27年度

平成28年度

件数(件)

平成27年度

46,733

面積(圃

10,841

27

17

平成28年度

平成29年度

※農地の利用権設定の件数及び面積

オ農地中間管理事業による農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見審議件数

北 籍雛

再設定

変更

賃貸借等する場合の許可申請)

'

2

"

一

貌瀧

再設定

変更

平成28年度

27,710

35

254,199

90,05

164,144

0

4,145

7

件数(件)

平成29年度

力農地基本台帳登載申請件数

兆 鯱雛

再設定

変更

件数(件)

1,485,442

うち

平成27年度

キ農業振興地域整備計画変更に対する農業委員会の意見審議件数

33,527

箭瀧

再設定

変更

紹

平成29年度

196,305

149,能

46,620

件数(件)

平成27年度

泌

ク非農地判断に係る審議件数

29

朧誰

再設定

変更

平成28年度

北

2,703

湘雛

再設定

変更

筆数(筆)

平成27年度

215,992

126,朋8

89,104

0

面積(圃

平成28年度

30

平成27年度

平成29年度

5

平成28年度

10

平成29年度

29

平成28年度

3
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平成29年度
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平成29年度

5
 
9
 
0

9
 
5
 
3

3
 
2
 
0

8
 
6
 
2

3
 
8
 
0

7
 
4
 
2



(3)総会における報告件数

(平成29年6月までは、農地部会において報告

ア農地法第3条の3第1項に係る届出件数

(相続等により農地を取得した場合の届出)

平成27年度 平成28年度

件数(件)

農地法第4条に係る届出件数

(市街化区域内の自分の農地を農地以外に転用する場合の届出)

平成27年度 平成28年度

件数(件)

面(励

ウ農地法第5条に係る届出件数

(市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で、売買

平成27年度 平成28年度

106

件数(件)

面(圃

工非農地証明書交付願件数

平成27年度

16

6,313

85

平成29年度

数(件)

(脚

( 4 )

60

40,694

47

17,553

平成29年度管内地

面積

5,957.5 ha

平成29年度

85

管内農地

123

147,086

賃貸借等する場合の届出)

平成29年度

72

30,648

筆数

153,801 筆

47

14,101

平成28年度

B分類仙棚tけ濃地)

面積 筆数

2,928.9 ha 給,456 筆

24

25,468

128

23,045

平成29年度

(平成30年3月31日現在)

49.2%

3

644.40

耕作中の農地

面積 筆数

2,卵9.2 ha 60,213 筆

※ 1合は、面に対するもの

5.フ%

ーフー

A分類

面積

339.4 胎

(遊休農地)

筆数

10,132 筆

件
面



6 農地利用の最適化の推進

「農業委員会等に関する法律」の改正法が平成28年4月1日に施行され、農地利用の

最適化の推進が農業委員会の必須事務となり、「担い手への農地利用の集積'集約化」、「遊

休農地の発生防止・解消」、殊斤規参入の促進」への取り組みは、農業委員会の最も重要な

事務として位置づけられている。

(1)担い手への農地利用の集積・集約化

認定農業者や認定新規就農者が年度末時点で所有している農地面積

【平成30年度の活動計画】

・利用権設定の終期を迎える方に対して、農地中間管理事業の活用や利用権の再設定

を促す。

・農地利用最適化アンケート調査結果や人・農地プラン地区別懇談会等による農地の

出し手・受け手に関する情報等をもとに、担い手への集積活動を一層推進する。

利用集積や認定農業者制度について農委だより等で周知する。

面積

平成27年度

(2)遊休農地の発生防止・解消

年度末時点での遊休農地面積

220. o ha

平成28年度

【平成30年度の活動計画】

利用状況調査、利用意向調査を実施する。

・遊休農地所有者に対して農地中間管理事業が活用できる農地は同事業へ誘導、活用

できない農地は出し手と受け手のマッチングや保全管理等の指導を行う。

活かすべき農地の明確化のため、 B分類農地(山林化した農地)の非農地判断を的

確に進める。

・長崎市へ「農地等利用最適化推進施策に関する意見書」の提出を行う。

,

面積

、

221.8 ha

平成27年度

(3)新規参入の促進

農地の権利移動を伴う新規参入の状況

平成29年度

565.3 ha

218.9 ha

平成28年度

新規参入者数

入力
得した農地面積

【平成30年度の活動計画】

就農希望者や新規就農者への相談対応を行う。

就農希望者や新規就農者の農地確保・拡大に向けて農地所有者等との調整を行う。

・新規参入後、就農後の定着や規模拡大などの支援を行う。

343.6 ha

平成27年度

平成29年度

15経営体

339.4 ha

2.46 ha

平成28年度

22経営体

5.47 ha
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平成29年度

18経営体

4.24 ha


